
（平成２１年５月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認岩手地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

岩手国民年金 事案 428 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年６月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年６月 

    当時、Ａ社会保険事務所国民年金課から、何度も電話で国民年金保険料

を納めるように勧められた。加入していないので、とても一度では納めら

れないと断ると、何回かに分けて納めることができますと言われた。その

後、納付書が送られてきたため、そのとおりきちんと納めた。  

    社会保険事務所の職員が提示したとおりに納付し、全期間納付済みにな

ったと思っていたのに、１か月分が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険事務所から分割納付も可能であるとの提案を受け、未

納保険料を何回かに分けて納めたと主張しているところ、社会保険庁保管の

特殊台帳によると、申立人は、未納であった昭和 51 年７月から 53 年３月ま

での国民年金保険料を 54 年３月から同年５月にかけて３回にわたり特例納付

及び過年度納付していることが確認できる。 

   また、申立人が所持している、納付期間が「自 昭和 51 年６月分 至 51

年 12 月分」と記載されている領収証書の金額は、６か月分を特例納付した場

合の額に相当し、納付期間に対する領収金額が１か月分不足しているが、当

該領収証書は、申立人からの特例納付の申出に基づいて行政側が作成したも

のと認められ、当時、申立人が申立期間を含むすべての未納保険料を納付す

る意思を有していたことは、当該領収証書に納付期間として昭和 51 年６月か

ら 51 年 12 月までの期間が記載されていることからも明らかであることから、

当該領収証書に係る納付により、申立期間である昭和 51 年６月分を含めて納

付済みとなったものとみるのが相当である。 

   さらに、特例納付は、制度上、先に経過した月の分から順次行うものとさ



                      

  

れているにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされ、申立期間後であ

る昭和 51 年７月から同年 12 月までの保険料が特例納付により納付済みとな

っており、行政側に事務処理の誤りがあったものとみられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

岩手国民年金 事案 429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37年 11月から 38年３月までの期間、41 

年 10月から 46年６月までの期間及び 49年１月から同年３月までの期間の国 

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記 

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月から 38年３月まで 

             ② 昭和 41年 10月から 46年６月まで 

             ③ 昭和 49年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 52年１月から同年３月まで 

    母が、私の国民年金保険料を母の分と一緒に納めたはずだ。未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立人の母が申立人の国民年金保険料を申立人の母の分と一

緒に納付したと主張しているところ、申立人は、昭和 46 年以降、申立人の

母の商売は順調で、土地を購入しアパートを建てるなど特例納付できる資

力があったとしており、社会保険庁保管の特殊台帳によると、申立人の母

の 36 年４月から 46 年３月までの期間の国民年金保険料は、50 年 12 月に

特例納付されていることが確認できることから、申立内容は基本的に信用

できる。 

また、社会保険庁保管の特殊台帳によると、昭和 46 年７月以降の申立人

と申立人の母の納付状況は、申立期間③を除き一致しているが、申立人の

母の 49 年１月から同年３月までの保険料は、50 年１月に納付されており、

申立人と申立人の母に係る 50 年 10 月から 51 年３月までの国民年金保険料

は、51 年８月に過年度納付されていることが確認できることから、申立期

間①、②及び③については、申立人の母が一緒に納付したものと考えても

不自然ではない。 



                      

  

２ 一方、申立期間④については、申立人の母の国民年金保険料も未納とな

っており当該期間の保険料を納付していたものとは考えにくい。 

  ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 37年 11月から 38 年３月まで

の期間、41 年 10 月から 46 年６月までの期間及び 49 年１月から同年３月

までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



岩手厚生年金 事案 304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 35 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を２万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 35年 11月 24日から同年 12月１日まで 

私は、Ａ社Ｃ支店から同社Ｄ支店の開設要員として転勤した。Ｃ支店に

おいて厚生年金保険料を控除されているはずなので、私が申立期間におい

て厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった在職証明書、人事記録票及び申立人の供述により、

申立人が申立期間にＡ社Ｃ支店に勤務していたことが確認できる。 

また、Ｂ社は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除し

たと推認されると回答していることから判断すると、申立人は、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年 10 月の社会保険事務所の

記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載を誤ったとしていることか

ら、事業主が昭和 35 年 11月 24日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料の納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

岩手国民年金 事案 430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料の納付記録が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金の加入時期や手続の状況、国民年金保

険料の納付方法等について、「申立の概要」において「全く憶えていない」

としている上、申立人の長男は、申立人は聴取に応じられる状態でなく、申

立期間当時の記憶も無いとしており、具体的な状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 35 年 12 月７日に夫婦連番

で払い出されており、社会保険庁の特殊台帳及びオンライン記録によると、

申立人の夫についても、申立期間は未納となっている。 

さらに、申立人は、昭和 30 年以降、住所の変更が無く、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 431 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年９月まで 

    結婚した後、義母から、国民年金に加入して保険料をまとめて納めたこ

とを聞いている。未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の義母が国民年金保険料を納付したとする第２回特例納付において、

納付可能な期間は、昭和 36 年４月から 48 年３月までであり、社会保険庁の

特殊台帳によると、申立人の 41 年５月から 48 年３月までの期間の保険料は、 

  50年 12月に特例納付されていることが確認できる。 

   また、過年度納付したとする昭和 50 年 12 月時点で、さかのぼって過年度

納付できた期間は、48 年 10 月分以降であり、社会保険庁の特殊台帳による

と、申立人の 48 年 10 月から 50 年３月までの期間の保険料は過年度納付さ

れている。 

   したがって、申立期間は制度上、特例納付及び過年度納付ができない期間

である。 

さらに、申立人は、納付について直接関与しておらず、納付したとする申

立人の義母からまとめて納付したことを聞いたのは、結婚後２年ぐらいした

時期に１回のみであったとしていることから、第３回目の特例納付が実施さ

れた 53年７月から 55年６月までの期間に特例納付したものとは考え難い。 

   加えて、申立人は、結婚後、申立人の義母が申立人の国民年金の加入手続

を行うまでは国民年金に加入したことは無いとしており、結婚後、Ａ 市以

外への住所の異動も無いなど、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   その上、申立人は、申立期間について保険料を納付していたことを示す関



                      

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 432 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年９月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年９月から 42年３月まで 

    当時私は自宅で農業を手伝っており、国民年金加入手続等はすべて父が

行っていたと思われる。父はまじめできちょうめんな人だったので、母の

分の保険料だけを納付して私の分を納付しないということは考えられず、

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父が国民年金への加入手続を行い、申立期間の保険料

を納付したとしているが、申立人自身は加入手続及び保険料納付に関与して

おらず、申立人の父から加入手続の時期や保険料の納付方法等について具体

的な話を聞いたことは無いとしている上、申立人の父は既に他界しているな

ど、加入手続及び保険料納付の具体的状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、婚姻後の昭和 41 年 10 月に申立

人の元妻と連番で払い出されており、申立人は、他の市区町村に住民登録し

たことが無いなど、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



岩手厚生年金 事案 305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年９月２日から 50年６月１日まで 

私は、昭和 49 年９月からＡ社に勤務した。雇用保険の記録はあるのに厚

生年金保険の記録が無い。申立期間について厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び事業主の証言により、申立人がＡ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、事業主は、当時の資料を既に廃棄していることから、申立期間に

給与から厚生年金保険料を控除していた事実を示す関連資料や証言は得られ

なかった。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人と同様に昭和 49 年７

月 20 日にＢ社において資格喪失した後にＡ社で資格取得している者 21 名も、

資格取得日は 50 年６月１日となっており、申立期間に厚生年金保険に加入し

ていない。 

さらに、社会保険事務所が保管している当該事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票を確認したところ、申立期間において申立人の記録が無

い上、健康保険の整理番号に欠番や乱れも無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岩手厚生年金 事案 306 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年７月 25日から同年 12月６日まで 

私は、昭和 18年 11月から 20年８月 31日までＡ社に勤務した。Ａ社は

19年７月 25日に新規適用事業所となっており、その日に被保険者資格を

取得するのが正当だと思うが、同年 12月６日が資格取得日となっている。

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、複数の同僚の証言により、申立人がＡ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、申立人及び複数の同僚の証言によると、Ａ社は昭和 19 年ごろＢ地

域から疎開し 20 年８月に工場閉鎖されたとしているため、インターネットの

会社沿革の情報から同社の後継事業所と考えられる会社に対し当時の記録に

ついて照会したところ、その会社は後継事業所であるか不明としており、申

立人に係る勤務実態等について確認できる関連資料や証言を得ることはでき

なかった。 

また、社会保険事務所が保管している当該事業所に係る健康保険労働者年

金保険被保険者名簿を確認したところ、申立人の資格取得日は昭和 19 年 12

月６日と記録されているほか申立人の記録は無く、健康保険の整理番号に欠

番や乱れも無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岩手厚生年金 事案 307  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年４月７日から同年 12月６日まで 

  ② 昭和 49年１月 16日から同年 12月まで 

私は、昭和 48 年及び 49 年に、Ａ社に勤務していたが、社会保険事務所

に照会したところ、厚生年金保険の加入記録が無いとされた。申立期間に

ついて厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、元同僚の証言から、申立人が申立事業所に勤

務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間①及び②について、社会保険事務所が保管している申立

事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を調べても申立人の加入記

録は無く、申立人から供述のあった当時の同僚３人の厚生年金保険の加入記

録も見当たらない。 

また、申立人の勤務実態や厚生年金保険の加入について申立事業所に照会

したが、当該事業所に当時の関係書類は保管されておらず、申立内容を確認

することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岩手厚生年金 事案 308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基 礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年４月から 24年２月 28日まで 

私は、申立期間についてＡ社に勤務した。給与明細書等の証拠書類は無

いが、申立期間について厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る申立期間について、当時の役員は既に死亡しており、同社は昭

和 37 年２月 10 日に全喪していることから、申立内容を確認できる関連資料

や証言を得ることができなかった。 

また、社会保険事務所が保管している当該事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿を確認したところ、申立期間において申立人の記録が無い上、

健康保険の整理番号に欠番や乱れも無い。 

さらに、申立人には当時の同僚の記憶が無いため、社会保険庁の記録から

申立人の同僚とみられる複数の同僚に照会したものの、申立人を知る者は無

く、申立期間に係る具体的な証言を得ることができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岩手厚生年金 事案 309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基 礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年４月１日から同年９月 30日まで 

Ａ社に勤務していた昭和 42 年４月から同年９月までの期間について、厚

生年金保険の加入期間を照会したところ、当該期間については、厚生年金

保険に加入した事実が無い旨の回答を社会保険事務所からもらった。 

当時の給与明細書等は無いが、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たと思うので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における申立人の同僚の供述から判断して在籍期間は明らかでないも

のの、申立人が同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該事業所は既に廃業しており、また、当時の事業主も既に死亡

しているため、同事業所及び事業主から申立人の申立期間における勤務の実

態や厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、申立期間に当該事業所における厚生年金保険の加入記録があり、申

立人が記憶している姓と同一の姓をもつ複数の同僚に照会したが、申立内容

を確認できる関連資料や証言を得ることができなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管している当該事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票を確認したところ、申立期間において申立人の記録が無

い上、健康保険の整理番号に欠番や乱れも無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


